
熊本市部活動サポーター制度実施要綱 

   

制定 令和８年１月３１日 教育長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中学生のスポーツ又は文化芸術活動の機会の確保及び充実を図るた

め、財政支援、物的支援及び指導者支援を募る熊本市部活動サポーター制度の実施に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「企業等」とは、法人その他の団体（国及び地方公共団体を除

く。）及び個人事業主（所得税法（昭和４０年３月３１日法律第３３号）第２２９条に規

定する開業等の届出書を提出している個人をいう。）をいう。 

２ この要綱において「財政支援」とは、熊本市立学校部活動支援基金（熊本市立学校部

活動支援基金条例（令和７年６月３０日条例第４０号）第１条の熊本市立学校部活動支

援基金をいう。）への金銭の寄附（（礼品 を伴うふるさと応援寄附金による寄附は除く。）

であって、企業等にあっては５０，０００円以上、個人にあっては１０，０００円以上

のものをいう。 

３ この要綱において「物的支援」とは、部活動で使用する用具又は消耗 であって、熊

本市立中学校が受領する意思を表示したものを提供することをいう。 

４ この要綱において「指導者支援」とは、企業等が行う次に掲げる行為をいう。 

 (1) 部活動の指導者募集に関する周知 

 (2) 雇用する従業員が部活動指導者となるための副業制度、休暇制度その他の内部環

境の整備 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、指導者支援策に関すること 

５ この要綱において「熊本市部活動サポーター」とは、教育委員会が熊本市部活動サポ

ーターとして登録した企業等又は個人をいう。（ 

 

（熊本市部活動サポーターの登録対象者） 

第３条 熊本市部活動サポーターの登録対象となるものは、熊本市暴力団排除条例（平成

２３年１２月１９日条例第９４号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に

規定する暴力団密接関係者（次条第２項及び第１２条において「暴力団員等」という。）

でない者であって、次に掲げるものとする。 

 (1) 財政支援、物的支援又は指導者支援を行った企業等 

 (2) 財政支援又は物的支援を行った個人 

 



（登録の手続） 

第４条 熊本市部活動サポーターの登録手続は、前条に規定する企業等又は個人から、次

の各号のいずれかの方法により申入れを受けたときに行うものとする。 

(1) 書面（様式第１号）による申入れ 

(2) 教育委員会が指定する電子申請システムを利用した申入れ 

２ 熊本市部活動サポーターの登録は、申入れをした企業等又は個人が暴力団員等でない

こと及び次に掲げる支援の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めることを確認した後に

行うものとする。 

 (1) 財政支援  収納がなされたこと 

 (2) 物的支援  熊本市立中学校が支援に係る物 を受領したこと 

 (3) 指導者支援 支援したことが分かるもの（社内に部活動指導者募集に関して周知

したメール文 など）で確認できたとき 

 

（公開） 

第５条 企業等を熊本市部活動サポーターとして登録したときは、次に掲げる事項を市の

ホームページに掲載して公開する。ただし、当該企業等が公開に同意しなかったときは

この限りでない。 

 (1) 名称 

 (2) 主たる事務所の所在地（市区町村まで。） 

 (3) 業種 

 (4) ホームページアドレス 

 (5) 支援の内容 

２ 個人を熊本市活動サポーターとして登録したときは、次に掲げる事項を市のホームペ

ージに掲載して公開する。ただし、当該個人が公開に同意しなかったときはこの限りで

ない。 

 (1) 住所（市区町村まで） 

 (2) 氏名 

 (3) 支援の内容 

３ 前２項の規定による公開をする期間は、熊本市部活動サポーターとして登録した日の

属する年度の翌年度の３月３１日までとする。 

 

（熊本市部活動サポーター証の交付） 

第６条 熊本市部活動サポーターに対しては、熊本市部活動サポーター証（別記様式第２

号－１及び第２号－２。以下、「サポーター証」という。）を交付する。 

 

 



（熊本市部活動サポーターロゴマークの使用等） 

第７条 熊本市部活動サポーターである企業等に対しては、登録の日から当該登録をした

日の属する年度の翌年度の３月３１日まで、熊本市部活動サポーターロゴマーク（（以下、

「サポーターロゴマーク」という。）を事業のために用いることを認めるものとする。 

２ 前項のサポーターロゴマークの様式は、別に定める。 

 

（謝意） 

第８条 熊本市部活動サポーター（指導者支援のみを行った企業等を除く。）には、品状

を贈呈する。 

２ 前項の規定にかかわらず、１０万円以上の財政支援を行った者には、感謝状を贈呈す

る。また、評価額が１０万円以上の物的支援を行った者についても、同様とする。 

３ 前項の「評価額」とは、当該物 の市場価格その他合理的な方法により算定した額を

いう。 

４ 第１項の品状及び第２項の感謝状は、郵送により贈呈する。ただし、教育委員会が特

に必要と認めるときは、市長又は教育長から感謝状を贈呈することができる。 

 

（変更の届出） 

第９条 熊本市部活動サポーターは、次に掲げる事項に変更が生じたときは、熊本市部活

動サポーター変更届出書（（様式第３号）により、速やかに教育委員会に届け出ることと

する。 

(1) 住所又は氏名（法人の場合にあっては、本社、支店等の所在地若しくは名称又は代

表者の氏名） 

(2) 支援の内容 

 

（辞退の申入れがあった場合の手続） 

第１０条 熊本市部活動サポーターを辞退する申入れがあったときは、熊本市部活動サポ

ーター辞退届（様式第４号。次項において「辞退届」という。）に第６条のサポーター

証を添えて教育委員会に提出するよう促すものとする。 

２ 前項の辞退届及びサポーター証が提出されたときは、速やかに当該企業等又は個人に

係る熊本市部活動サポーターの登録及びホームページに掲載した情報を抹消するもの

とする。 

 

（登録の抹消） 

第１１条 第４条第２項の規定によりした登録は、当該登録をした日の属する年度の翌年

度の３月３１日に抹消する。（ 

 



（登録の取消し） 

第１２条 熊本市部活動サポーターである企業等又は個人が暴力団員等に該当すること

となったときは、熊本市部活動サポーターの登録を取り消す。熊本市部活動サポーター

としてふさわしくない非行があったときも同様とする。 

２ 第１０条第２項の規定は、熊本市部活動サポーターの登録を取り消した場合に準用す

る。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１３条 熊本市部活動サポーター制度の実施により知り得た個人情報については、個人

情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき適正に取り扱うものとす

る。 

 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和８年３月２日から施行する。 


